
議案第１３号 

 

 

令和７年度 印南町農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 

（総 則） 

第１条 令和７年度印南町農業集落排水事業会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

  

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度印南町農業集落排水事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第３条中「なお、営業費用中、公営企業会計制度支援業務等の財源

に充てるため、企業債2,400千円を借り入れる」を「なお、営業費用中、公

営企業会計制度支援業務等の財源に充てるため、企業債2,300千円を借り入

れる」に改め、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

          収 入     （既決予算額）   （補正予算額）    （計） 

 第１款 下水道事業収益  79,589千円   △11,000千円    68,589千円 

  第２項 営業外収益   60,371千円   △11,000千円   49,371千円 

          支 出     （既決予算額）   （補正予算額）     （計） 

 第２款 事業費       83,947千円     △118千円    83,829千円 

  第１項 営業費用    73,499千円     △118千円    73,381千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額8,401千円は、引継ぎ現金等8,401千円で補てんするものとする。」

を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,524千円は、引継ぎ

現金等と当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,524千円で補

てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとお



り補正する。 

          収 入     （既決予算額）   （補正予算額）    （計） 

 第３款 資本的収入    110,771千円   △50,818千円    59,953千円 

  第１項 企業債      65,800千円    △41,300千円    24,500千円 

    第２項 他会計補助金  11,130千円     11,000千円   22,130千円 

    第３項 補助金     33,840千円    △20,518千円     13,322千円 

          支 出     （既決予算額）   （補正予算額）     （計） 

 第４款 資本的支出    119,172千円   △41,695千円    77,477千円 

  第１項 建設改良費  70,100千円    △39,900千円    30,200千円 

    第２項 固定資産購入費 3,000千円    △1,795千円    1,205千円 

 

（企業債） 

第４条 予算第５条を、次のとおり改める。 

                                （単位：千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

辺地対策事業債 

補

正

前 

１６，９００ 証書借入 

年３．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合にはその

債権者と協定する

ものによる。ただ

し、企業財政その

他の都合により繰

上償還又は低利に

借換えすることが

できる。 

補

正

後 

６，６００ 〃 

年５．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 



下水道事業債 

(機能強化工事) 

補

正

前 

１６，９００ 〃 

年３．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

補

正

後 

６，７００ 〃 

年５．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

下水道事業債 

(資本費平準化) 

補

正

前 

２９，０００ 〃 

年３．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

補

正

後 

１０，０００ 〃 

年５．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

                    

  



下水道事業債 

(固定資産購入) 

補

正

前 

３，０００ 〃 

年３．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

補

正

後 

１，２００ 〃 

年５．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

下水道事業債 

(公営企業適用

支援事業) 

補

正

前 

２，４００ 〃 

年３．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

補

正

後 

２，３００ 〃 

年５．０％以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率見直しを

行った後において

は、当該見直し後

の利率） 

〃 

 

 令和８年３月１０日提出 

印南町長 日裏 勝己 






